
入所誓約書 
 

紀美野町長 様 

                  児童氏名                         

   

紀美野町立学童保育所を利用するにあたり、次の事項を誓約します。 

 

１. 傷害保険には、必ず加入します。 

 

２. 学童保育の利用は、家で保育が出来ない時間帯のみで、児童の帰宅は保護者が責任

をもって迎えることとします。 

 

３. 児童が設備や備品を故意に破損させた場合には、その費用を弁償いたします。 

 

４. 入所申請書及び家庭調書の記載内容に変更があるときは、速やかにその旨を申し出

ます。 

 

５. 入所基準に該当しなくしなくなったとき、又は正当な理由なく保育料を３カ月以上

滞納したときは、入所を取消されても意義がありません。 

 

６. 児童の学童保育の利用に関し必要な場合は児童に関する情報を、学童保育所、こど

も園、その他役場等関係機関に情報提供することを承諾します。 

 

７. 休所届及び退所届の提出期限を過ぎた場合には、休所月、退所月までの保育料を納

付します。 

 

                令和  年  月  日 

                

 誓約者（保護者） 

                住 所                    

                氏 名                    

                連絡先                   


